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Ⅵ 品質保証条項

5 検査は義務か

Bgyer sAu nspect 血e ProductsLi)

匹Omptlya_fterdeliy些芝②andBuyershall

havetherightwithinthirty(30)daysof

recelPtthereoftorejectthedefective

Products.

買主は引渡し後速やかに商品を検査するも

のとし,買主は受取 り後30日以内であれば

欠陥のある商品の受領を拒絶する権利を有

する｡

① BuyershallinspecttheProducts

shaHという助動詞は契約書においては,人

に使われて ｢義務｣を表し,物や概念に使われ

て ｢指示｣を表すのに使われる】｡ところで本

条の主旨は検査如何にかかわらず,もし欠陥品

があれば,引渡しから30日以内なら受領を拒絶

することができるということである｡そうだと

するとここで shauは,文法的には合っている

としても,意味的にはいずれの用法とも合わな

いことになる｡そう考えると,このような表現

はしばしば見かけるとはいうものの,厳密な意

味では shauという言葉を誤って使っているこ

とになる｡もし義務ないしは買主に対する指示

と考えた場合に,買主の義務は一体何なのであ

ろうか｡買主は受け取った商品を検査する義務

はないはずである｡検査するのは自分の利益の

ためだからである｡さらに義務だとすれば,輿

約上その義務を怠った場合にどのような制裁が

なかむらひでお,
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考えられるか,という観点から検討されるべき

であるが,買主が検査義務を怠ったからといっ

て,いかなる意味でもそれは契約違反とはいえ

ないのは明らかである｡それどころか検査をわ

ざと怠ったとしても,商品の欠陥に何らかの方

法で気がつけば,受領を拒絶できるはずである｡

ただし30日を過ぎた後に拒絶する権利を行使す

ることはできない｡ということはむしろこの条

項は検査を30日以内に完了した方がよい,と買

主に注意していると考えた方がよいかもしれな

い｡いずれにしても結論は30日以内なら拒絶で

きるということである｡そこでこの文はそのこ

とを反映すれば次のように書き替えることがで

きる｡

些｣き出 土scovers-jny 垂fectln the

空重 uctsafterdelive他 室,Buyel･

shallhavetheright…

なお受領を拒否すれば,商品を契約に合致し

たものとして受取ることを拒絶して,契約を解

除することになる｡買主が代替品を要求できる

か,逆に売主は代替品をもって履行を補完でき

るかは,契約の定めや準拠法の規定によるO

② promptlyafterdelivery

ところでこの規定によると,買主は商品を受

け取ってから30日以内に検査をした上で欠陥を

発見したら,商品の受領を拒絶する権利がある

わけだから,①のように直しても直さなくても,

afterdeliveryの前に promptlyということは

わざわざ言う必要がない｡promptlyにするか

どうかは買主の裁量で決めればよいのであって,

買主がこの規定の存在を知った上で,30日以内

に迅速に権利を行使しなければ権利を失うだけ

である｡

次に afterdeliveryであるが,彼の方では商
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品の ｢受取 り (receipt)｣から30日といってい

る｡そうするとこの検査の開始時点も商品の受

取 りからであるべきであって,商品の引渡しを

基準とすべきではない｡典型的な船による貿易

取引を考えると,インコタームズの定めによれ

ば CIFでも FOBでも,売主は船積で引渡し

を終えるが,買主の物理的な受取 りはずっと後

に起こる｡もっともここでは30日は受取 り後な

のだから,その意味では afterdeliveryの意味

を詮索することもないといえなくもない｡実際

に受け取ってから30日の期間にクレームをする

か,商品の受領を拒絶すればそれでよく,いつ

検査をするかは買主の自由だからである｡しか

し後半の部分と用語を統一するとすれば,①で

直した文章の afterdeliveryは afterreceiptと

書きなおすべきである｡それを取り込むと次の

ような英文になる｡

IfBuyer disco＼′ersany defectin the

Products旦至tBrB Utthereof,Buyershall

havetheright...

しかしこのように直した文章を読んで見ると,

明らかに afterreceiptは不必要であることが

わかる｡その理由は検査は受取 り後しかできな

いからである｡そうだとするとその部分は削除

して,その他にも適当と思われる変更を加える

と,最終的には次のようになるであろう｡

IfBuyerdiscoversany defectin the

Products in the course ofinspectioll

thereof,Buyermay,withinthirty(30)

daysofrccelPtthereof,rejectthedefec-

tiveProducts.

ここでは買主が inspectionをすることに

よって欠陥を発見することをはっきりとしたほ

か,shallhavetherighttoという言葉も may

で置き換えた｡契約書では権利があることを示

すのは mayで書くのが一般的であり,またそ

の方が語数も少なく簡潔であるのは明らかであ

る2｡

欠陥を発見する方法,過程は何でもよいと割

り切って,必要最小限のことだけ言うとすれば,

次のようにも書ける｡

Ifthereisal一ydefectintheProducts,

Buyermay,Withinthirty(30) daysof
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recelpt thereof, reject とhe defective

Products.

6 品質クレーム

Claimsforshortage,_damage② orother

errors① inrespectoftheProductsmust③

bemadeinwritingtotheExporterwith-

Ln& n (15)垂盟@lafter幽

ment⑤,andfailuretoglVeSuchnotice

shall@'constituteanunqualifiedaccept-

anceandawaiverofallsuchclaimsby

theIrnporter.

商品に関する数量不足,損傷もしくはその

他のエラーにもとづく請求は,商品受取 り

後15日以内にこれを書面で輸出者に対して

なすものとし,当該通知を怠った場合は,

輸入者は商品を異議なく受領したものとし

て,そのような請求を行う権利を放棄した

ものとする｡

まずこの条項の作成者であった,輸出者の狙

いを確認しておく必要がある｡このような構成

をもつ条項には,しばしば商品の ｢品質｣にか

かるクレームのことが書いてある｡それに加え

て商品の性質によっては,数量のことが書いて

あることもある3｡

ところで本件の条項を見ると,その対象が

｢数量不足,損傷｣は良いとして,｢その他のエ

- も く じ-
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ラー｣となってお り,何を目的としているのか

が明確にわからない｡そこで輸入者 としては,

この条項の範囲をどのようなものとして検討す

るかを,まず考えなければならない｡検討のボ

イン吊ま,｢数量不足,損傷,その他のエラー｣

に含まれるすべての問題点について,商品を受

け取って15日間で,権利の得失が決まってよい

かということであろう｡数量,品質,それ以外

の問題を,いくつかに分けて規定することも考

える必要があるかもしれない｡

ここでは検討の前提 として,本条を数量と晶

質に限定した規定である,として検討してみよ

う ｡

① othererrors

まず相前後するが,全体を検討するに当たっ

てキーになるので,用語の問題として errorを

取 りLげる｡いくつかの問題がある｡第-にこ

の言葉は契約書用語 としては,あまり一般的で

はない｡加えて法律的な意味では,errorとは

商品の品質にかかわるものか,それ以外のこと

にかかわる .｢間違い｣なのか,よくわからない｡

設計,仕様,原材料に間違いがあった,誤った

商品を引き渡 した,同梱すべ き部品を入れな

かった,商品は合致 しているが色違いの商品を

引き渡 したといったことは,どれも errorであ

る｡この条項を広い意味での｢契約不適合性｣に

かかわるものとするならこれでよいが,この条

項の主要な目的を晶質の ｢欠陥｣についてとす

るのだか ら,その ことを示す語,た とえば

defectに書 き改めるべきである｡設計,仕様,

原材料の間違いは品質問題だが,商品違い,梱

包漏れ,色違いなどは,そもそも目的物の同一

性にかかわる問題であって,履行上の欠陥,輿

約不適合ではあるが,商品の欠陥とは微妙に異

なる｡また不十分な輸出梱包の問題があったと

すれば,それは商品そのものにかかる問題では

なく,輸送手配の問題とも考えられる｡

このように errorという言葉の意味を考えて

いると,どうも輸出者は本条項で数量不足,義

質上の問題,それ以外の手配の誤 り,といった

すべての不完全履行について,15日ルールを置

こうとしているらしいということが分かる｡仮

にそのような意図がなかったとしても,そう読

めるということは,契約書としては同じように

危険である｡輸入者としては,この条項の狙い

は何かを検討 しなければならない所以である｡

そこで errorを ｢欠陥｣を表す defectに置き

換えて,検討を始めよう｡なお Qh r_defects

としたのでは,defectsがその前の shortageや

damageと関係づけられて しまうので,other

は削除する｡

② damage

次に damageという言葉について考えてお

く｡damageはこれが滅失,損傷の危険負担の

輸入者-の移転以前に発生すれば,大きな意味

での晶質の問題といえるだろう｡引き渡された

商品が損傷 していれば,欠陥問題といってよい

とすれば,輸入者としては defectsと同じに処

理すればよい｡

一方,危険負担が移転 した後,運送途上で輸

出者に全 く関係のない理由で発生する損傷につ

いては,梱包不良に起因するものや,過度の経

時変化などを除けば,輸出者は責任を負わない

のだから,そもそも規定に入れる必要もなかっ

たといえる｡輸出者の立場で条項を書 くなら,

削除してもよいだろう｡ただし15日間で,すべ

ての問題に関する請求権を放棄させよう,とい

う輸出者の目的のためには,対象は広 く書けて

いればいるほど良いとも言える｡

③(i)Imust/shall

shallは契約書では人について使われて,そ

れを果たさなかったときは,契約上の制裁を伴

うという意味での ｢義務｣をあらわす｡無生物

早,第三者主語について使われたときは ｢指示｣

をあらわす｡指示はときには義務をあらわすこ

ともあり,そうではないこともある｡

Paymentshallbemadebythelmporter

within oneweek afterreceiptofthe

Products.

といえば,

TheImportershallmakepaymentforthe

Productswithin...

を意味するだろう｡輸入者は代金支払い義務を
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負っているからである｡とはいえこの2つの書

き方のうちでは,後者のほうが義務者と義務の

内容がはっきりわかるので,契約書の書き方と

しては好ましい4｡さらに

Thelmportershall旦重文fortheProducts
within...

とすればもっと簡潔で,力強い英文になる｡

ところが

NoticeshallbegiveninwrltlngtOthe

Exporter.

といっても,これは何の必要もないのに闇雲に

ThelmportershallgiveI10ticetothe

Exporterinwriting.

を意味するわけではない｡輸入者は通知をする

義務を負うわけではなく,もし通知をするなら

(通知が権利取得の要件になっている事柄につ

いてすら,したくなければしなくても構わない

ことに注意上 通知は ｢書面で｣｢輸出者宛に｣

せよという指示をしているだけである｡また書

面でしなかったとしても,指示違反にはなって

ち,義務違反になるわけではなく,指示に反し

た通知の ｢効果｣の問題が起こるだけである｡

本項の例文も指示という側面は同様である｡請

求は15日の内に出さなければ,救済を求める権

利を失うだけである｡

よく見かける

Allpaymentsllereundershallbemadein

USDollars.

といった条文も,指示の色彩が濃厚であるし,

ThisAgreementshallbegovernedby

lawsofJapan.

は明らかに指示であるO

さて mustはあまり商業的な契約書では使わ

れないが,使われるとき (消費者契約に多い)

はshallに代わる譜として,人について使われて,

義務を表す場面で使われることが多いOところ

が本項の例では mustが shaliにおける ｢指示｣

のように使われている｡mustのこのような用

法自身に問題はないかもしれないoLかし本例

における問題は,同じような ｢～するものとす

る｣という指示を表すために,2つの異なった

言葉が使われているということである｡契約雷

の書き方の基本原則のひとつは,同じ概念を表
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すためには同じ言葉を用いる,ということであ

る5｡逆に言えば,あえて異なった言葉を使っ

ているということは,異なることを意味する意

図があるととられる,ということである｡本例

の場合には異なった意味を表す意図はないのだ

から,どちらかに統一しなければならない｡

@ fifteen(15)days

15日がいつから始まるべきかについては⑤で

取り扱うとして,この期間の妥当性については,

どう考えればよいのか｡15日ですべての問題に

対するドアが閉まってよいだろうか｡問題は15

日自身の長短というより,その間に発見できな

いような,隠れた暇庇への対応をどうするかで

ある｡契約の目的物が原材料や生鮮食料品など

で,す ぐに消費されることになっている,と

いった場合は除いて,何ヶ月かの期間に思わぬ

問題が発生するということが考えられる｡この

場合のクレームの権利を確保するために,15日

を6ケ月にするというのもひとつの案である｡

しかしこれは相手方には大幅な譲歩を強いるこ

とになり,現実的ではないだろう｡そこで暇庇

の種類を分けて,隠れた暇痕を別扱いにするこ

とが考えられる｡原文を尊重しながら,最初か

ら書きなおすとしたら,次の下線を引いた部分

のようにする｡

gROnarrlさ廻し吐__tb阜_旦ぎOducts_也

oh e_stinat19重し鹿 _Importleid aiと｣些些 褒:

虹｣担匹些_上垣些, Claimsforshortage,

damage or defects discovered in the

courseofsuchinspectionshallbemadein

writingwithinfifteen(15) daysafter

receiptofshipment,pfQYILdb l_1旦し旦些

止Iilllゝ r(u-SIl川.tこ1gL､.(Ll叩 IiLl.Ll川._LiL止し､l_!

couldnotbediscovered__廷臣9旦_茎を

室Onable_蓮 些 tlOnl吸 ｣塑並 withina

aeriodofsix(6)monthsafterreceiBLif

h mR 圭.FailuretogiveSuchnotice…

もう少し簡単にしようとしたら,次のように

もできる｡

Ciaimsforshortage...shalュbemade...

withinfifteen(15)days,ifthesameis

apparent,andwithinsix(6)months,in
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respectof.旦｣坦entshortage,d

defect not readily discovq虫垂,after

recelptOfshipment,…

⑤ receiptofshipment

これは何を意味するのだろうかoshipment

を deliveryと同義の ｢引渡し｣だと考えると,

輸出者が輸入者に商品を引 き渡 したときが

receiptofshipmentとなり,FOBでいえば船

積のとき,CIFでいえば船積書類を受領したと

きがそのときとなるだろう6｡実は本例が含ま

れていた契約は,米国からの輸入取引で Ex

Works条件であったので,工場から出荷 した

ときがそのときとなっていた｡

しかしこれにはもうひとつの読み方がありう

る｡ それ は shipmelltを cargoす なわ ち

Products,商品と同義と解釈して,商品を受け

取ったときとは,日本に船 (もしくは飛行機)

がついて,実際に商品を手にしたときとする解

釈である｡｢ShiplTlentが到着した｣と商人が言

えば,これは ｢商品が到着した｣というのと同

じことであるから,このような解釈も可能なの

である｡そうすると書いた輸出者側はできるだ

け早くクレームから解放されたいので,これを

前者のように読み,輸入者は逆に後者のように

読む,ということになるであろう｡そこで輸入

者の立場で,引渡し条件が ExWorksであれ

その他の条件であれ,この条項の対案を作るに

はどうすればよいだろうかを考える｡

まず ExWorksという輸出者側の条項をも

とに考えてみる｡米国で ExWorksで商品を

受領してから,実際に輸入者が検品できるまで

に,どれ位の期間が必要かを考えなければなら

ない｡内陸輸送に1週間,輸出手続後日本に船

がつくまでに3週間,着荷してから手元に属 く

までさらに1週間,開梱してから全品を検査す

るのに1週間と考えると,全都で6週間が必要

になる｡ではその期間を確保すれば十分なのだ

ろうか｡実はそうはいかない｡輸送途中で何ら

かの遅延が発生することがありうるからである｡

そのことの効果は輸入者の負担であるから,あ

まりぎりぎりの期間にすると,輸入者としては

いわば不可抗力の危険を引き受けてしまうこと

になる｡そう考えると receiptofshipmentが

｢引渡し｣を意味すると解釈される場合は,い

くらそれに続く検品期間を延ばしても,問題の

｢根本的な解決｣にはならないことになる｡

ではこれを上の後者の意味で,次のように書

きなおしたら輸出者はどう反応するだろうか｡

輸入者の場合と逆に不可抗力の危険を負担する

ことになるのだろうか｡

after the lmporter's recelpt Of the

Productsattheportofdestination

もしくは

afterarrivaloftheProductsattheportof

destination(atitsfactoryとすればなお良

かろう)

商品の物理的な損傷の危険は,ExWorksの

定義から工場で引き渡した時点で買主に移転し

ているのだから,輸送期間中に生ずる可能性の

ある,商品固有の欠陥に起因する品質劣化のリ

スクなどを別とすれば,実際上売主は,何の追

加的なリスクも負うことにはならないだろう｡

したがってこの間題の合理的な解決方法であっ

て,かつ両者に公平な処理は,検品期間の長短

を論ずることではなく,その始期を商品の実際

の受領日に設定することであるということが分

かる｡このことは条件が FOB,CIFでも同じ

である｡

このようにすれば,この規定は商品の数量,

欠陥などに関する問題の出発点として,一応満

足の行くものになる｡それではもしこのような

ことが発見されたら,輸出者はどのような責任

を負うのだろうか,あるいは輸入者はどのよう

な権利をもつのだろうか｡Claimsとあり,徳

の方に unqualifiedacceptance,waiverなどと

あるので,問題があれば,輸拙者は何らかの責

任をとるように感じられるが,この条項にはク

レームの通知手続に関する指示はあっても,責

任があることすら黙示的に示されているにすぎ

ないし,責任の取 り方に至っては何も書いてい

ない｡通常この種の規定があるあたりには,買

主のクレームに対して売主はどのような義務を

負うかが,書かれているものである｡ところが

この例がとられた元の契約書には,何もなかっ
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た｡数量不足があれば輸出者は補充義務を負う

こと,どう補充するのか,輸出者に起因する

damageや defectがあれば輸出者は責任を負

うこと,そしてそれをどう治癒するかを書いて

はじめて,輸入者に意味のある規定になる｡契

約書は義務者もしくは権利者が誰かということ

と,その義務,権利の内容を書いてこそ,紛争

のときに役立ち,ひいては紛争の発生防止に役

立つものだからである｡

そこで通常検討されるようなことを列挙して

みよう｡数量不足なら輸入者は輸出者の費用で

速やかに補充することを要求することができる

ほか,相当分の値引きを要求する文言を入れる

ことも考えられる｡輸出者の賓に帰すべき損傷,

欠陥があれば,交換,補修,場合によっては契

約の解除などを考えるであろう｡いずれの場合

も輸入者は,そのことから発生する損害の賠償

を請求することになる｡これらのことのいくつ

かは準拠法の｢国こ答えがあるかもしれないが,

当事者の希望に満足に答えているとは考えられ

ない7｡

ここではこの条項を原則的には商品の数量不

足と欠陥を扱うものとして,原案に添って,上

で検討した諸点を盛り込んだ対案を作ってみる｡

なおここでは契約解除については触れていない｡)

これについては解除条項にまとめられていると

の前提で書いた｡

TheExportershallberesponsiblefor

shortageof,d'lmagetOOrdefectsinthe

Products.UponarrivaloftheProductsat

theportofdestination,thelmportershall

promptlyInspectthem.IfallyShortage.

damageordefectisdiscovered,oncondi-

tion thattheImportersonotifiesthe

Exporterwithillfifteen(15)daysafter

theinspectionor,ifsuchshortage,dam-

ageordefectcouldnotbediscoveredby

reasonableinspection,thenwithinsix(6)

monthsthereafter,theExportersllall,at

thelmporter'soption,replenish replace

orrepalrthesubjectProducts. Ally

claim bytheImportershallbewithout

prejudicetoitsrighttobecompensated
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fordamagesincurredbyitonaccountof

suchshortage,damageordefect.

前項 (5 検査は義務か)に書いたところに

従うとすれば,検品に関する第2文はなくても

よいことになる (決してないほうが良いという

言うわけではない)｡原文で inrespectofthe

Productsとなっていたところは,defectsin

theProductsとした｡その理由は defectsin

respectoftheProductsというと間接的になり,

商品にかかわる (たとえば包装の)欠陥,など

と誤解されて出発点に戻ってしまう恐れがある

からである｡intheProductsなら直接的に商

品の欠陥の問題であることが分かる｡

Ⅶ 守秘義務条項

1 守秘義務の程度

TheRecipientshall準 .thebesLdegreeof
careこもtoavoiddisclosureoruseofthe

lnformation as the Recipientemploys

withrespecttothe幽 yinformaM二

如 flikeiI_T3POrtanC壁 ..

受領者は受領者が同等の重要性をもった自

己の情報について行使すると同程度の,義

善の注意を尽くして情報の漏洩,または使

用を防ぐようにしなければならない｡

塗) usethebestdegreeofcare

本条項は秘密保持契約において,情報受領者

に漏洩および不正な使用を避けるための努力を

義務づけるものである｡まず第一に ｢最善の注

意を尽くして｣というのが,漠然とした基準で

あることが受領者にとって問題となろう｡受領

者側からすれば,どうすれば最善の注意を尽く

したことになるのかが,明僚には分からない規

定は有利である,と言えなくもないかもしれな

い｡しかし実際に不当な開示がなされたり,不

正な使用がなされたときに,開示者に対して最

善の注意を尽 くしたことを証明しなければなら

ないとすれば,挙証責任は重い｡その意味では

受領者としては,このようなあいまいな基準は

もっと嬢和して効力を希薄化するか,思い切っ
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て削除すべきである｡ただし単にこの旬を削除

して,Shallavoidとした場合の問題は,もし開

示や便房が行われると,その事実をもって違反

を問われるというところにある｡すなわち現在

の ドラフトであれば,少なくとも結果について

すべて責任を負うのではなく,最善の注意を尽

くしたことが証明されれば,結果に対して責任

を負わないでも良いとも言えるからである｡そ

こで bestにかえて reasonableとすれば,注意

義務の程度は多少低 くなろう8｡

② proprietaryinformationoflikeimportance

さて最善の注意義務は,ここでは受領者が自

らの情報9であって,同等の重要性をもったも

のについて払うと同程度の注意義務である,と

されているが,この ｢同等の重要性｣というの

は全く主観的な基準であろう｡善管注意義務の

ように客観的な基準である,という議論も可能

かもしれないが,ここでは astheRecipient

employsとあるので,主観的なものと考えてよ

いのではないかと思われる｡

受領した情報を,自らが有する類似の情報と

同等の重要性があると考えるかどうかの判断が,

受領者に任されているとすれば,本規定は受領

者にとっては有利な規定である｡さらに受領者

にとって有利に働きうる要素は,受領者の自ら

の情報の重要度の基準が緩い場合には,それで

も同等の重要性をもった情報の扱いをしたこと

になるので,開示者から見ると他の受領者より

も低いと思える注意度でも,この義務を果たす

ことが可能になるということがいえる｡このよ

うな問題をすべて払拭 して,両方の当事者に

とって客観的な条項にするとすれば次のように

なる｡

TheReciplentShallnotdiscloseorusethe

lnformation.

ところで本件の例文の直前には,次のような

条項が存在した｡

Foraperiodoftenyearsfrom thedate

llereOf,theRecipientshallnotdisclosethe

hformationtoanyotherpersollexcept

forthepurposedescribedabove.

もし作成者がこの条項で止めてそれ以上何も

書かなければ,結局すぐ上に示した案と同じ客

観的,かつ絶対的な文となり,開示者には有利

であったはずである｡それに続いて追加された

条件のために受領者の義務はいくぶんか,ある

いは考え方によってはかなり軽減されているこ

とになる｡

守秘義務の程度をある程度相対的なものにす

るには次のような例もある｡

TheRecipientshallexerciseadegreeof

careinprotectingtheInformationwhich

iscomparabletotllatWhichtheRecipient

usesinprotectingitsownproprietary

informatioll.

この文案も最初のものとあまり変わらないよ

うに見えるが,ここでの相違点は同等の重要性

の代わりに,自ら所有する情報となっている点

である｡最初の例では ｢同等の重要性｣がかな

り主観的な選定基準であったのに対-して,この

例では ｢自らの情報｣を保護する際の注意の程

皮,という多少固定した基準が示されているか

らである｡

日本の法律においては自分の財産に対する注

意義務の程度は,いわゆる善管注意義務よりも

低いとされているが,英米法では自分の財産を

守る程度の注意義務というのは,むしろより高

い注意義務であると考えられているので,その

意味でもある程度が保証されていると考えられ

るからである｡最初の案文では自分の情報の中

でも,｢同等の重要性｣基準がもう一段階あっ

たが,ここでは百分の情報であれば適用される

程度である,というところが違うのである｡な

おこの条文に対して,開示者側から多少厳しい

要求をするとすれば次のようになろう｡

The Recipient Shall exercise … the

lnformationnolessthanthatwhichthe

Reciplentuses…

もちろんこれでも具体的な注意義務の程度は

示されていないが,｢少なくとも｣自らの情報

を保護する努力というのだから,その程度が不

合理に低い場合はそれ以上のものを要求しうる

という論法も成 り立つかもしれない｡それを

もっとはっきり書いて,自分自身の情報に対す

る注意義務と,合理的注意義務のどちらか高い
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方を要求するなら,次のように言える｡

TheReciplentShal上exercisethesame

degree of care in protecting the

lnformationastheReciplentusesinpro-

tectingitsownproprietaryinformation,

whichshallinnoeventbelessthanarea-

sonablestalldardofcare.

2 情報の形態

Au written data delivered by the

DisclosertotheReciplentpurSuanttOthis

Agreementshallbeandremaintheprop-

ertyoftheDiscloser.

本契約の定めに従って,開示者から受領者

に引渡された,すべての書面のデータは開

示者にその権利があるものとする｡

本条文は情報開示側の当事者によって作成さ

れたものであるにもかかわらず,情報開示者は

権利を主張する情報 (ここではデータとされて

いる)を書面でなされたものに限定してしまっ

ている｡これは不用意である｡守秘義務契約を

締結した上でやりとりされる情報には,書面の

ものの他コンピューター上の情報,メールの添

付書類,ディスクなどといった必ずしも書面で

とは厳格に言えない情報もある｡またしばしば

電話,会議などの場で口頭で情報が受け渡され

る場合も多い｡それらのすべてのものに対して

権利を主張するためには,このような書き方で

は不十分である｡これに対処する方法として最

も組織 だった方法 は,開示 され る情報 を

Informationとして定義し,その定義の中であ

らゆる情報を含むようにしておくのがよい｡た

とえば情報を次のように定義するという方法が

あるであろう｡

For purposes of this Agreement,

Ⅰnformationmeansideas,concepts,data

orotherinformationrelatingtoresearch

of…which(a)isdeliveredinwriting

(whichexpressionshallincludediskettes.

CDs,tapes,memorydevicesandother
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electronicmeansofcommunicationcapa-

bleofreproduction,suchase-mailwithan

attachment)andclearlymarkedontlle

facethereoforinthetextasbeingproprト

etarytotheDiscloseror(b),ifinitially

disclosedorally,1SSubsequentlywithin60

daysafterthedisclosurereducedtoa

wrltlnglnreasonabledetailandidentified

asproprietarytotheDiscloser.

ここでは開示の方法を書面と口頭に分け,書

面には電子的な方法を含めるとしている｡もち

ろんこの他に考えられる方法があればそれを追

加すればよい｡

振 り返って考えてみると,守秘義務契約のも

とにおいて受け渡しされる情報は,多くの場合

知的財産権 (特に工業所有権)がいまだ確立し

ていない情報であろう｡確立していれば強いて

このような契約を結ぶ必要もない｡ということ

は情報の成熟度あるいは価値が,必ずしも知的

財産権を獲得するほどでないことを意味してい

る｡また実際には断片的であったり不完全で

あったりすることも少なくないと考えられる｡

その場合に受領した当事者も,契約の目的にも

よるが,その情報から間接的にひらめきを得て

発案したり,あるいはその情報を加工すること

によって役立てたり,各種の利用の方法がある

であろう｡また評価をする場合にもどこまでが

確実に開示者固有の所有物であり,どこまでが

公有の情報なのかの限界も明らかではない｡そ

の意味ではいかに文章に書いても,受領者がど

れだけ守る気があるかどうかという問題に帰す

る,といっても過言ではない｡このような契約

にしばしば契約が解除された場合に,あるいは

終結した場合に受領者は情報を返還すること,

あるいは複写したデータを破壊することなどと

いった規定も見受けられるが,どこまでこれが

行われるかはほとんど受領者の善意に関わって

いるといってもよいだろう｡また実効性ある権

利の行使も容易ではない｡

3 契約締結前の情報への遡及効(1)

Theconfidentialityobligationscontained
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inthisSectionllshaロretroactivelybein

force&om thedatefirstcontactwas

established between the parties wi也

respecttothesubjectmatterhereof.

本11条に定められた守秘義務は,本契約の

目的事項について,最初に当事者が接触を

もった日から遡及的に効力を有するものと

する｡

守秘義務を負わせる側からすると,すべての

情報が対象となるのだから簡単で効果的な規定

である｡

一方守秘義務を負う側の立場に立つと,契約

が締結されるかどうか明らかではない時期に,

話の中で開示されたかもしれない情報が,後で

守秘義務の対象となることを意味する｡しかし

開示されたときには,守秘義務は課されていな

かったのだから,場合によってはもし契約が

あったとしたら,その中の守秘義務条項の違反

になりうる扱いをしていたかもしれないものに

ついて,契約の規制がかかることになる｡いわ

ば事後立法で犯罪を取り締るようなものである｡

これでは困ることもあろう｡また社内の多くの

当事者が継続的に複数の案件で相手方と接触し

ている状況下では,｢最初の接触｣がいつ起

こったか判然としないこともあろう｡

最も好ましいのは遡及効を削除し,契約日か

ら義務を負うとすることであることは言うまで

もない｡しかしその交渉が種々の理由でうまく

いかないこともあろう｡そのときはどうするか｡

まず遡及効の開始時期を,少しでも後にずら

す要求をすることが考えられる｡

Theconfidentialityobligationscontained

inthisSectionllshallretroactivelybein

forcefrom thedatethenegotiationson

the terms and conditions of this

旦胆 IentWere垣 g坦塁.

ここでの変更要求の根拠は,契約の条件につ

いての交渉が始まる前は,契約ができるとは

思っていなかった,そして単なる意向の探 りあ

いの段階にすぎなかったのだから,重大な情報

も開示されていない筈だし,守秘義務体制も確

立していなかったのだから,いまさら義務を負

わせられるのは不当であるということである｡

次に開始時期は交渉開始時を受けるとして,

その対象は秘密性が示されたものに限定し,口

頭などで開示された情報についてはこれを排除

する方法もある｡

Theconfidentialityobligationscontained

in thisSectionllshahbeinforcefrom

thedateh地 建延 theyshall

retroactivelybeinforcefrom thedate

firstcontactwasestablishedbetweenthe

partieswithrespecttothesubjectmatter

hereofbutonlytotheextentaByinformを

t10nhasbeendisclosedinw建垣g週些卓
markedasconfidential.

これらの方法のどれも相手に受け入れられな

いときは,あるいはこれらと併用して,最初に

交渉を始めた日を特定して,それを書いてもら

うよう要求することも考えられる｡相手方は何

らかの基準日を頭にもっているはずであるし,

それが確定されれば (あまり過去のことでない

限り),社内で事情を調査して対処策を考える

ことが可能になる｡

もし本文中に口頭で開示された情報は,何日

以内にその旨を書面にして相手方に通知しない

限り,守秘義務の対象に入らないという規定が

あって,契約前の情報はそれで実際的にはカ

バーできると確認できれば,この条項について

何も異議を唱えないことも考えられる｡

4 契約締結前の情報への遡及効(2)

TheobligationtokeeptheConfidential

lnformationshallnotextendtoinforma-

tionwhich:

(i) istrivial,obviOuL Orinthe__幽

domain①;

(a)wasrightfullyintheReceivingParty'S

possessionpriortOtiecommencementof

LltlLe.Ori;1ti川1SHlltLliiklTTtjllg.____il一tlliド :_＼gI二_Ll.i-,-

ment聖...

秘密情報に関する守秘義務は次のようなも

のには及ばない :
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(i) 些細なもの,明白なものまたは公有の

もの ;

(ii) 本契約に至る交渉開始前に,受領者が

合法的に所有していたもの ;……

守秘義務契約でどのような情報を守秘義務の

対象から除外するかという規定である｡

① trivial,obviousorinthepublicdomain

まず開示者の立場に立って検討することとす

る｡ここでは些純なもの,明白なものまたは公

有のものはその限りにあらずとしている｡確か

に現実的には情報の中には些細なものもあるで

あろうし,また少し考えれば明白なものもある

だろう｡公有については,これが証明されれば

除外されるべきなのは分かるが,それに対 して

些細,あるいは明白といった主観的な基準で排

除されるというのは,情報を開示する側からす

れば不安なものであろう｡重要な情報も些細だ,

と主張されるおそれがあるからである

このような文案に対処する場合に大きく分け

て 2つの方法がある｡しかし何はともあれ,ま

ず最初に確認しておくべきことは,例外事項は

受領者の利益のために書かれているという,こ

の条項の目的である｡これを確認せずには,検

討はできない｡そこで具体的方法を考える｡ひ

とつは trivialあるいは obviousという言葉を,

開示者である自分に不利にならないように規定

する方法である｡たとえば trivialとか obviotlS

とかいった語を定義をすることによって (それ

は抽象的な言葉であることもあれば,金額,数

量などによることもあるであろう),その影響

を限定しようとする方法がある｡あるいは受領

者側に情報が些細であったり,明白であること

を証明させようとする方法もあろう｡ しかしこ

のような方法はそもそも些細,明白といった,

基準の分からないことを操作するだけなので,

根本的な解決にはならない｡確かに現実問題と

しては些細なものや,分か り切ったものもあっ

て,除外しても当然ではあったとしても,契約

書を交渉する場合には,このような条項は削除

を要求するというのが 2番目の正 しい方法であ

る｡ 3つ日に書いてある公有の知識については,
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これは秘密を漏洩した側は資料を示して反論で

きると考えられるので,残 しておいてもやむを

えないであろう｡

② prior to the commencement … this

Agreement

ここでも,まず最初に考えるべきことは,こ

の規定は誰にとって有利になるかということで

ある｡普通この種の適用除外条項では,条項の

対象とする時期は契約締結以前ではなく,契約

時となっていることが多い｡つまり契約時に受

領者がもっている知識は守秘義務から除外され

るというものであるO そのような規定と対比し

つつ考えてみる｡ある情報が契約交渉時に不注

意に,あるいは意図的に開示者から受領者に開

示されたとしよう｡この規定ではもし開示され

たとき以後であって,契約締結前に受領者が自

らまたは第三者からこの情報を得たとしても,

守秘義務の対象となり,守秘義務が使用禁止義

務 も含んでいた場合には,その対象ともなる｡

しかし契約時にそのような知識を有していたか

どうか,という基準で分ける仕組みとなってい

るならば,契約時にはそのような知識を有して

いたのだから守秘義務の例外となる｡また交渉

期間中に相手方から知った情報は,事実として

は契約締結時にはすでに知っていたものである,

ともいえるのだから,契約時を基準とする規定

では守秘義務の対象からはずれるわけである

(開示者は守秘義務を負わせずに開示 したのだ

から,自らその結果について責任を負うべきで

ある)｡そのような意味からすると,この規定

は開示者には非常に有利な規定である｡

次に受領者の立場から考えてみよう｡前項で

も指摘したように現実にはいつ交渉が始まった

か,というのははっきり分からないこともあろ

う｡また受領者は契約を実際に締結するまでは,

契約ができない可能性も十分にある中で,開示

された情報を特に重要な情報であるとも考えな

いかもしれない｡その意味からすると開示者は

本例のように制限を拡げたいであろうが,受領

者からすればむしろそのような不安定な期間中

に開示するならば,自分の危険と責任で開示す

べきであると主張するのが正しいだろう｡受領
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者の立場では,次のような訂正が必要となる｡

(ii)wasrightfullyintheReceivingParty's

possessionatthetimeofexecutionhereof;

しかしこのような提案をしたら開示者は,輿

約交渉過程で開示,または暗示された情報が保

護されないことを理由に,反対をするかもしれ

ない｡その場合の受領者としてのひとつの妥協

策は,明白にいつの時点であると言わずに,単

に当事者がもっていた知識とするものである｡

その場合に英文は次のようになる｡

(ii)wasrightfullyintheReceivingParty's

possession∴..

これによるとある知識 (の開示)が問題に

なったときに,それが契約前に開示された時点

で,受領者が有していない知識であった場合に

は文理的には守秘義務の対象であることになる｡

一方,契約締結途上で開示された知識がすでに

受領者のものであった場合には,受領者は守秘

義務を負わないということになる｡つまり起算

点が契約交渉開始後であって,契約締結前の

｢開示時｣になるわけである｡

つまり別の表現をすれば

(ii)wasrightfullyintheReceivingParty's

possessionatthetimeofdisclosure∴..
というのと同じことになる｡これならば両方の

当事者にとって公平であろう｡開示側からして

ち,こうしておけば契約締結前の開示事項も守

秘義務の範囲に含めることができることになる｡

これでよいとするなら,全 く別の方法として,

情報の定義を契約の前後を問わず,受領者側に

開示された情報とすることが考えられる｡その

場合には Confidentiallnformationの定義に次

のように付け加えれば良いだろう｡

●̀Confidentiallnformation"meansany

informationrelatingt0 ...,whetherdis一

速準旦dtotheRecelVlngPartyprlOrt旦_壁

afterexecutionOfthisAgree担当延.

ところで情報が契約前に受領者に対して開示

されたからといって,その情報自身がいわゆる

entireagreementclauselOによって排除される

ことにはならないだろう｡なぜならこの条項は

契約締結前の合意などを排除するものであって,

事実として開示された情報を否定するものでは

ないからである｡換言すれば entireagreement

clauseによって契約締結後に排除されるものは,

契約前に権利もしくは義務として合意されたが,

契約書面には含められなかったものであるにと

どまり,相手に受け渡された情報がもし受領者

にとっては新規なものであった場合に,契約上

の規定でそのような情報について守秘義務の適

用があると定めたからといって,その情報自体

が契約前の交渉事,約束,合意などになるわけ

ではない｡

5 例外

Allinformationexchangedbetweenthe

partieshereunderisconfidentialtotlleln

_andmau otbedii建些裏白〕toanyperson

except:

(a)垣_employee_slkgaladvisers,audiiQfS

andotherconsultants'&);...

本契約にもとづいて当事者間で交換される

すべての情報は,当事者の秘密情報であり,

以下を除くいかなるものにも開示されては

ならない :

(a) 従業員,法律顧問,会計監査人および

他のコンサルタント‥…

@ confidentialtothem andmaynotbedis-

closed

情報が confidentialであったとすれば,それ

は開示されてほならないのだから (なお confi-

dentialtoとは to以下にあげた者が利用可能で

あることを示す｡to以下にあげた者に開示 し

てほならないという意味ではない),ここでは

同じことを2つ異なった表現で述べているとい

えなくもないが11,これはこの種の条項ではよ

くある表現方法であり,守秘義務を強調する目

的をもって行われる｡

② toemployees,legaladvisors,auditorsand

otherconsultants

開示が許される和事として従業員が明示され

るのは,われわれの法的な思考からするとおか
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しいと思えないこともない｡なぜなら法人とし

て守秘義務の契約をしているわけだから,その

法人を構成するものは等 しく権利,義務を負う

と考えるか らである (社内でそれをどう徹底 さ

せるかは,法人の内部の問題で しかない)｡ し

か ししばしば見かけることだが,英文契約書で

は契約の当事者は独 自に主体性 をもってお り,

実際にその会社な り団体が有する権利,義務を,

代理人である会社の社員が履行する,と考える

ことは英国法上寄異なことではない｡社員を代

理人と考えているため署名欄なども次のような

表現になっているのが普通である｡

InWitnessWhereof,thepartieshereto

havecausedtheirauthorisedrepresenta-

tivestoexecutethisContractasofthe

datefirstabovewritten.

この文章では当事者 (会社)が,その授権さ

れたものにこの契約の締結行為をさせた,と書

かれてお り,会社 とその代理人が,異なる人格

として捉えられているのがわかる｡そ してサイ

ンするスペースにも次のように書かれる｡

ForandonbehalfofCllelllicalCompany

Limited

JohnDoe

MaIlagillgDirector

ところでアメリカの実務では,会社が自ら契

約を締結すると考えるように思われる｡次の例

はアメリカの書式集に見られたものである｡

ⅠllWitlleSSWhereof,thisAgreementhas

beenexecutedbythepal-tiesasofthe

datefirstsetforthabove.

少 し脱線 したが,このように英国法の伝統を

継いでいる地域では,情報が従業員に開示され

るということが,会社に対 して開示されること

と異なるレベルで捉えられるわけである｡会社

と従業員の間には雇用契約があるのだから,従

業員は第三者だという考え方 も成立つだろう｡

ここではそれに加えて法律顧問,会計士など

にも開示できるとしているが,これは大事なこ

とである｡ 日本では会社の情報を弁護士に開示

することが,他人に開示することになるという

意識はあまりないと思われるが,本来は弁護士,
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会計士などはまった くの外書βの者である｡顧問

弁護士などの人々が,職業上守秘義務をもって

いるからといって,例外 と考えてしまうことは

好ましいことではない｡そのため当然契約書を

見せるであろう社外の人間があれば,このよう

に明示 してお くことが大切である｡

〔注〕

1 ｢作成のキーポイント｣69頁以T.

2 ｢作成のキーポイント｣71頁以下｡

3 日本の商法526条は目的物の暇庇と,数量に関

することを同一の規定の中で扱っている0

4 ｢作成のキーポイント｣43頁｡

5 ｢作成のキーポイント｣208頁｡

6 ただしFOBの場合に,船積が売主による引渡

しであることはインコタームズからも明らかだが,

買主による引取りになるかどうかには議論の余地

がある｡船が買主の代理人の立場に立つのか,独

立した当事者になるのかは,用船契約にも左右さ

れるからであるO 買主が航海用船などで船全体を

用船していれば,船長は買主の代理人たりうるか

もしれないが,箇品運送の定期船で商品がコンテ

ナー1本の内の貨物の一部にすぎない,といった

ときはそう解釈する余地はないだろう｡この問題

は買主が破産したときに,売主が運送中の商品を

取り戻す権利があるかどうかにからんで,しばし

ば議論される｡また CIFの場合も実際の船積の

ほかに,書類の引渡し (象徴的な引渡し),商品

の到着 (現実の引渡し)の3つの時点で,それぞ

れ異なった意味での引渡しが起こる,という見方

もある｡

7 たとえばウィーン国際動産売買条約には,かな

り詳刺にわたる具体的な規定があるが,条約自身

が公平な立場から,できるだけ取引を推進する方

向で書かれているので,輸入者から見ると権利の

行使に当たって,適用の要件が厳しいものが少な

くない｡

8 ｢作成のキーポイント｣103頁｡

9 proprietaryとは,受領者が ｢所有｣している
ことを意味する言葉であるが,所有といっても,

有体物のほかに広く権利など抽象的なものにも使

われる｡

10 Entireagreementclauseは契約書の記載内容

に反するもの,これに付け加えるもの,あるいは

これを変更するものは証拠として認められないと

いう,英米法の証拠法上の原則である parolevi-
denceの,実務への反映であるO｢作成のキーポ


